
 

阿波市監査委員公告第 3号 

 

 地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき財政援助団体等監査を実施したので、同条

第 9項の規定により、その結果を公表します。 

 

 

平成 29年 9月 11日 

 

阿波市監査委員  上原 正一 

      阿波市監査委員  中野 修一 

         阿波市監査委員  阿部 雅志 

 

 

 

財政援助団体等監査結果報告書 

 

1 監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法第 199条第 7項） 

 

2 監査の実施日 

平成 29年 8月 22日 

 

3 監査の対象 

  施 設 名 阿波市交流防災拠点施設（アエルワ） 

  所 管 部 課 企画総務部 企画総務課 

  指定管理者 あわアートウインド運営企業体 

 

4 監査の範囲   

平成 28 年度及び平成 29 年度における公の施設の管理に係る出納その他の事務の

執行状況 

 

5 監査の方法 

  公の施設の管理に係る出納その他の事務が、法令、条例及び規則等に基づき適正

に執行されているかについて、資料等の調査、関係職員からの説明聴取を行った。 

  

6 監査の結果 

監査の結果、事務は適正に執行されていた。 

今後も、高い運営能力を活かして、経済的合理性の向上に立った市民サービスを

展開していただくよう要望する。 

 

 

 



 

参考 

阿波市交流防災拠点施設（アエルワ） 

 

施設の概要 

 阿波市交流防災拠点施設（アエルワ） 

設置年月日 平成 27年 1月 1日 

所在地 徳島県阿波市市場町切幡字古田 190番地 

設置目的 

 地域及び市民の文化・交流活動を支援するとともに、災害時における応急対策の

活動拠点として設置する。 

指定管理者の概要 

 名称 あわアートウインド運営企業体 

構成企業 

 

 

国際ライフパートナー株式会社 

ＦunＳpace株式会社 

株式会社スタッフクリエイト 

株式会社四国舞台テレビ照明 

業務開始年月日 平成 27年 1月 1日 

指定管理の状況 

 募集方法 公募 

指定期間 平成 27年 1月 1日から平成 30年 3月 31日 

指定管理料 平成 29年度指定管理料 50,000,000円（税込） 

主な管理業務 1.市民の文化・交流活動の支援に関すること 

2.ホール、研修室、食堂その他の施設の利用に関すること 

3.災害等における防災対策及び応急対策の活動拠点に関する

こと 

4.前 3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務 

収支報告書 

(平成 28年度) 

収入の部 60,583,330円 

支出の部 59,334,435円 

収支差額  1,248,895円 

 

 


